
新潟市水道技術管理補助者の職務に関する要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、新潟市水道局水道技術管理者の設置及び職務等に関する規程（平成

２１年新潟市水道局管理規程第１０号。以下「規程」という。）第４条に規定する水道技

術管理補助者（以下「補助者」という。）の設置に関し必要な事項を定めるものとする。 

（補助者） 

第２条 補助者は、営業課長、計画課長、管路課長、給水装置課長、施設整備課長、浄水

課長、水質管理課長、中央工事事務所長、秋葉工事事務所長をもってあてる。 

（補助者の職務） 

第３条 補助者の職務は、次の表に定めるところによる。 

職務 補助者 

規程第３条第１項第１号に規定する職務 

（水道法第５条関係） 

計画課長、管路課長、給水装置課長、施設

整備課長、浄水課長、水質管理課長、中央

工事事務所長、秋葉工事事務所長 

規程第３条第１項第２号に規定する職務 

（水道法第１３条第１項関係） 

計画課長、管路課長、給水装置課長、施設

整備課長、浄水課長、水質管理課長、中央

工事事務所長、秋葉工事事務所長 

規程第３条第１項第３号に規定する職務 

（水道法第１６条関係） 

営業課長、管路課長、給水装置課長、中央

工事事務所長、秋葉工事事務所長 

規程第３条第１項第４号に規定する職務 

（水道法第２０条第１項関係） 

水質管理課長 

規程第３条第１項第５号に規定する職務 

（水道法第２１条第１項関係） 

浄水課長 

規程第３条第１項第６号に規定する職務 

（水道法第２２条関係） 

浄水課長、水質管理課長 

規程第３条第１項第７号に規定する職務 

（水道法第２２条の３第１項関係） 

計画課長、給水装置課長、浄水課長 

規程第３条第１項第８号に規定する職務 

（水道法第２３条第１項関係） 

計画課長、管路課長、給水装置課長、施設

整備課長、浄水課長、水質管理課長、中央

工事事務所長、秋葉工事事務所長 

規程第３条第１項第９号に規定する職務 

（水道法第３７条前段関係） 

計画課長、管路課長、給水装置課長、施設

整備課長、浄水課長、水質管理課長、中央

工事事務所長、秋葉工事事務所長 

 

 

（その他） 

第４条 この要綱に定めるもののほか、補助者に関し必要な事項は、技術管理者が別に定

める。 



   附 則 

この要綱は、平成２１年１１月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 


